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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第39期
第２四半期
連結累計期間

第40期
第２四半期
累計期間

第39期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日

自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 6,720,012 6,525,028 13,434,622

経常利益 (千円) 200,781 260,633 487,401

四半期(当期)純利益 (千円) 66,050 180,443 237,013

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) - - -

資本金 (千円) 1,510,530 1,510,530 1,510,530

発行済株式総数 (株) 8,550,400 8,550,400 8,550,400

純資産額 (千円) 4,755,562 4,979,845 4,892,886

総資産額 (千円) 8,090,195 7,757,189 7,970,023

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 7.86 21.48 28.22

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) - - -

１株当たり配当額 (円) 8.0 8.0 20.00

自己資本比率 (％) 58.8 64.2 61.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 338,901 364,942 -

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △121,144 △240,117 -

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △343,682 △393,074 -

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（千円） 2,278,417 1,982,153 -

　

回次
第39期

第２四半期
連結会計期間

第40期
第２四半期
会計期間

会計期間
自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日

自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 14.54 8.14

　

(注)１．当社は平成23年３月29日付で連結子会社が清算結了したことにより、第40期第２四半期会計期間末に連結子会社

が存在しないため、四半期連結財務諸表を作成しておりません。また、第39期第２四半期連結累計期間は四半期連

結財務諸表を作成しているため、前第２四半期累計期間に代えて前第２四半期連結累計期間について記載してお

ります。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．第39期第２四半期連結累計期間、第40期第２四半期累計期間及び第39期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

４．第39期第２四半期連結累計期間及び第39期は、連結財務諸表を作成しているため、また第40期第２四半期累計期

間については、関連会社がないため持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。
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５．第39期は、キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によ

るキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び、現金及び現金同等物の期末残高については、記

載しておりません。

２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業

の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載

した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

業態名 契約内容
契約期間
(年)

加盟料
（千円）

加盟保証金
（千円）

マニュアル
保証金
（千円）

ロイヤリティ
パッケー
ジ料
（千円）

契約
件数

　
１．情報、知識、ノウ
ハウの提供

　 　 　 　 　 　 　

八剣伝

２．店名、商号・商
標・サービス
マーク等の一定
地域における独
占権

５ 1,200 800 50
売上高の
一定料率

― 10

　 ３．経営指導 　 　 　 　 　 　 　

串まん

１．情報、知識、ノウ
ハウの提供

２．店名、商号・商
標・サービス
マーク等の一定
地域における独
占権

５ 1,500 600 ― ― 50 １

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

　当第２四半期累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興へ向けた政策などにより、経済活動

に回復の兆しがみられたものの、原発事故に伴う放射能拡散の影響や、電力供給不足問題、欧州金融不安

を背景に低迷する株価や長期化する円高等により、景気は足踏み状態が続いており予断を許さない状況

が続いております。

　外食産業におきましても、震災による自粛ムードは和らぎつつありますが、一方で雇用と所得の先行き

不透明間は依然として強く、消費マインドが停滞しているのに加え、飽和状態にある居酒屋市場の中で企

業間の競争はますます激化しており、厳しい経営環境が続いております。

　このような状況の下、当社では「全店昨年以上のお客様にお越し頂こう」を合言葉に、QSCの改善と向上

に取り組むとともに、生産者や産地と一緒になって取り組む各種フェアを実施し、全社一丸となり集客力

の改善を図ってまいりました。

　しかしながら、既存店の来客数は、対前年同期間比で96.0％と目標を達成することが出来ませんでした。

この結果、売上高は65億25百万円となりましたが、営業利益は経費管理の効果等により、2億41百万円とな

り、経常利益は2億60百万円となりました。四半期純利益は、特別な損失処理もなかった事等により1億80

百万円となりました。

  なお、前年同四半期は、四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成していないため前年同期

比較は行っておりません。
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(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ、

2億68百万円減少し、19億82百万円となりました。

　当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは税引前四半期純利益2億3百万円、減価償却費1億58百万円等によ

り3億64百万円の収入となりました。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出3億14百万円等により2億40百万

円の支出となりました。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出2億92百万円、配当金の支払額1億円

等により、3億93百万円の支出となりました。

　
　　　なお、前年同四半期は、四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成していないため、

　　前年同期比較は行っておりません。　

　

(3) 資産、負債及び純資産の状況

　当第２四半期会計期間におきましては、主に借入金の返済による現金及び預金の減少などにより、総資

産が前事業年度末に比べ、2億12百万円減少し、77億57百万円となりました。

　負債は、借入金の返済による減少などにより、前事業年度末に比べ、2億99百万円減少し27億77百万円と

なり、純資産は前事業年度末に比べ、86百万円増加し49億79百万円となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な事項はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 18,400,000

計 18,400,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,550,400 8,550,400
東京証券取引所
大阪証券取引所
各市場第一部

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式で
あり、単元株式数は100株であ
ります。

計 8,550,400 8,550,400― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年７月１日～
平成23年９月30日

― 8,550,400 ― 1,510,530 ― 1,619,390

　

(6) 【大株主の状況】

平成23年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

谷垣　忠成 大阪市阿倍野区 1,423 16.6

谷垣　全弘 大阪府東大阪市 470 5.5

アサヒビール株式会社 東京都墨田区吾妻橋１－23－１ 391 4.6

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１－８－11 286 3.4

丸紅株式会社 東京都千代田区大手町１－４－２ 200 2.3

サントリービア＆スピリッツ株
式会社

東京都港区台場２－３－３ 161 1.9

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 160 1.9

株式会社みずほ銀行
（常任代理人　資産管理サービス
信託銀行）

東京都中央区晴海１－８－12 159 1.9

マルシェ株式会社（自己株式） 大阪市東成区中本２丁目13－1 150 1.8

谷垣　雅之 大阪府大阪狭山市 137 1.6

計 ― 3,541 41.4

(注)  上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　　286千株
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(7) 【議決権の状況】

　

① 【発行済株式】

平成23年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式  150,800
 

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,391,900 83,919 同上

単元未満株式
　

普通株式 7,700
　

― 同上

発行済株式総数 8,550,400― ―

総株主の議決権 ― 83,919 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,400株(議決権14個)含まれてお

ります。

　

② 【自己株式等】

平成23年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
マルシェ株式会社

大阪市東成区中本
２丁目13－１

150,800 ― 150,800 1.76

計 ― 150,800 ― 150,800 1.76

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成23年７月1日から

平成23年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年９月30日まで)に係る四

半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第

２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から

見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程

度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,285,602 2,017,153

売掛金 493,961 486,399

商品及び製品 41,873 41,129

原材料及び貯蔵品 51,864 50,966

その他 343,001 355,568

貸倒引当金 △20 △20

流動資産合計 3,216,283 2,951,197

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,482,981 1,611,302

土地 1,573,048 1,573,048

その他（純額） 145,320 142,330

有形固定資産合計 3,201,350 3,326,680

無形固定資産 99,465 90,400

投資その他の資産

差入保証金 1,269,342 1,202,587

その他 255,684 258,062

貸倒引当金 △72,102 △71,738

投資その他の資産合計 1,452,924 1,388,911

固定資産合計 4,753,740 4,805,992

資産合計 7,970,023 7,757,189

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 784,314 774,793

1年内返済予定の長期借入金 526,025 233,615

賞与引当金 131,000 110,000

その他 743,285 749,434

流動負債合計 2,184,624 1,867,843

固定負債

資産除去債務 218,082 218,118

その他 674,429 691,382

固定負債合計 892,511 909,500

負債合計 3,077,136 2,777,344

純資産の部

株主資本

資本金 1,510,530 1,510,530

資本剰余金 1,619,390 1,619,390

利益剰余金 1,906,782 1,986,430

自己株式 △154,930 △154,966

株主資本合計 4,881,771 4,961,384

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,115 18,461

評価・換算差額等合計 11,115 18,461

純資産合計 4,892,886 4,979,845

負債純資産合計 7,970,023 7,757,189
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

売上高 6,525,028

売上原価 2,663,702

売上総利益 3,861,325

販売費及び一般管理費 ※
 3,619,947

営業利益 241,377

営業外収益

受取利息 722

受取配当金 838

受取家賃 6,230

違約金収入 3,621

協賛金不返還額 7,324

その他 6,379

営業外収益合計 25,116

営業外費用

支払利息 2,516

貸倒引当金繰入額 2,414

その他 929

営業外費用合計 5,860

経常利益 260,633

特別利益

固定資産売却益 2,425

特別利益合計 2,425

特別損失

減損損失 27,203

固定資産売却損 13,001

賃貸借契約解約損 9,859

固定資産除却損 9,331

特別損失合計 59,395

税引前四半期純利益 203,662

法人税等 23,219

四半期純利益 180,443
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 203,662

減価償却費 158,961

のれん償却額 630

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △363

受取利息及び受取配当金 △1,560

支払利息 2,516

固定資産売却損益（△は益） 10,575

減損損失 27,203

固定資産除却損 9,331

売上債権の増減額（△は増加） 7,561

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,642

仕入債務の増減額（△は減少） △9,520

その他の流動資産の増減額（△は増加） △30,596

その他の流動負債の増減額（△は減少） 16,252

その他 27,842

小計 403,139

利息及び配当金の受取額 1,375

利息の支払額 △2,234

法人税等の支払額 △37,338

営業活動によるキャッシュ・フロー 364,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △35,000

定期預金の払戻による収入 35,000

差入保証金の回収による収入 94,480

差入保証金の差入による支出 △13,297

有形固定資産の売却による収入 7,757

有形固定資産の取得による支出 △314,102

有形固定資産の除却による支出 △15,680

その他 725

投資活動によるキャッシュ・フロー △240,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △292,410

配当金の支払額 △100,628

自己株式の取得による支出 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー △393,074

現金及び現金同等物に係る換算差額 △198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △268,448

現金及び現金同等物の期首残高 2,250,602

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,982,153
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【会計方針の変更等】

　

　該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第２四半期累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

１　保証債務

　(1) 金融機関からの借入金に対する保証債務

フランチャイズ契約者

（15名）
114,515千円

店舗運営管理委託契約者

（１名）
673

フランチャイズ契約及び

店舗運営管理委託契約者

（１名）

17,603

計 132,791
 

１　保証債務

　(1) 金融機関からの借入金に対する保証債務

フランチャイズ契約者

（18名）
127,680千円

フランチャイズ契約及び

店舗運営管理委託契約者

（１名）

15,667

計 143,347
 

　(2) リース契約に対する保証債務

フランチャイズ契約者（２名） 5,733千円

　 　

　(2) リース契約に対する保証債務

フランチャイズ契約者（２名） 4,412千円

　 　
　 　

　また、上記以外に加盟店の不動産賃貸借契約について

　１件の債務保証を行っております。
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(四半期損益計算書関係)

当第２四半期累計期間
(自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
給料手当 1,354,906千円

賞与引当金繰入額 110,000

 
 

　

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第２四半期累計期間
(自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係は次のとおりであります。

 
現金及び預金 2,017,153千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金

△35,000

 
　　　現金及び現金同等物　　　　　　　1,982,153
 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月19日
定時株主総会

普通株式 100,794 12平成23年３月31日 平成23年６月20日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末

日後となるもの

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年11月10日
取締役会

普通株式 67,196 8 平成23年９月30日 平成23年12月9日 利益剰余金

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　

   当第２四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

　当社は、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
当第２四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

　１株当たり四半期純利益金額 21円48銭

    (算定上の基礎) 　

    四半期純利益(千円) 180,443

    普通株主に帰属しない金額(千円) ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 180,443

    普通株式の期中平均株式数(株) 8,399,584

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

―

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

２ 【その他】

第40期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)中間配当について、平成23年11月10日開催の取締

役会において、平成23年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決

議いたしました。

①  配当金の総額                                 67,196千円

②  １株当たりの金額                                8円00銭

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日    平成23年12月9日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年11月11日

マルシェ株式会社

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    伊與政　元治    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    桂木　茂　　    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマル
シェ株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第40期事業年度の第２四半期会計期間(平成

23年７月１日から平成23年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年９月30日
まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計
算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、マルシェ株式会社の平成23年９月30日現在の財政状態
並びに同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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